
「国民生活センターの国への移行を踏まえた 

消費者行政の体制の在り方に関する検討会」の開催について 

 

平成２４年２月１０日 

内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）決定 

１．趣旨 

「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」（平成２４年１月２０日

閣議決定）及び国民生活センターの在り方の見直しについての消費者担当政務

三役の判断（平成２３年１２月２７日記者公表）等を踏まえ、消費者行政に係

る体制の在り方について検討することを目的として、「国民生活センターの国へ

の移行を踏まえた消費者行政の体制の在り方に関する検討会」（以下「検討会」

という。）を開催する。 

 

２．構成 

（１）検討会は、内閣府副大臣（消費者及び食品安全）が主宰し、消費者分野

又は行政分野につき優れた識見を有する有識者により構成する。 

（２）検討会の座長は、主宰者が指名する。 

（３）検討会には、消費者庁長官、消費者委員会委員長等が出席するほか、独

立行政法人国民生活センター（以下「国民生活センター」という。）理事長等

の出席を求めることができる。 

（４）上記のほか、検討会は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができ 

る。 

 

３．検討事項 

検討会は、国民生活センターの機能が国に移管されることを踏まえ、以下の

事項について検討する。 

（１）国民生活センターの機能を担う国における組織の具体的な在り方 

（２）消費者庁、消費者委員会その他の消費者行政に係る体制の在り方 

 

４．庶務 

検討会の庶務は、消費者庁及び消費者委員会の協力を得て、内閣府政策統括

官（経済社会システム担当）において処理する。 

 

５．その他 

 前各項に定めるもののほか、検討会の運営に関する事項その他必要な事項は、

座長が検討会に諮り、定める。 
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「国民生活センターの国への移行を踏まえた 

消費者行政の体制の在り方に関する検討会」委員名簿 

 

 

 

《主宰》 

後藤 斎   内閣府副大臣 

 

 

《委員》 

足立 敏   京都府府民生活部消費生活安全センター長 

 

阿南 久   全国消費者団体連絡会事務局長 

 

（座長） 大森 彌   東京大学名誉教授 

 

片山 登志子 特定非営利活動法人消費者支援機構関西副理事長 

 

丹野 美絵子 社団法人全国消費生活相談員協会理事長 

 

中村 雅人  弁護士 

 

橋本 智子  社団法人北海道消費者協会会長 

 

畠中 誠二郎 中央大学総合政策学部教授 

 

室町 正志  社団法人日本経済団体連合会企業行動委員会消費者政策部会部会長 

 

山内 明子  日本生活協同組合連合会執行役員組織推進本部本部長 

 

山本 隆司  東京大学大学院法学政治学研究科教授 

 

 

（敬称略 五十音順） 
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